
議 案 第 ７ ９ 号  

 

 

伊 丹 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 

伊 丹 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り 制 定 す る 。  
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伊 丹 市 長  藤  原   保  幸  

 

 

 

 

理  由  

租 税 特 別 措 置 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 令 和 ５ 年 政 令 第  

１ ４ ５ 号 ） に よ る 租 税 特 別 措 置 法 施 行 令 （ 昭 和 ３ ２ 年 政 令 第 ４ ３ 号 ）  

の 一 部 改 正 及 び 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 に 係 る 事 務 処 理 の 特 例 に 関

す る 条 例 及 び 使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令

和 ５ 年 兵 庫 県 条 例 第 ２ ７ 号 ） に よ る 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 に 係 る

事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ １ 年 兵 庫 県 条 例 第 ５ ３ 号 ） の

一 部 改 正 に 伴 い ， 特 定 の 民 間 再 開 発 事 業 認 定 申 請 手 数 料 を 廃 止 す る

た め 。  

議７９



伊 丹 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ５ 年 伊 丹

市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ ２ 年 伊 丹 市 条 例 第 ７ 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

別 表 第 ２ 第 ５ ７ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

（５７） 削 除  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ５ 年 法 律 第 ３ 号 ） 附 則

第 ３ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 租

税 特 別 措 置 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 令 和 ５ 年 政 令 第 １

４ ５ 号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 租 税 特 別 措 置 法 施 行 令 （ 昭

和 ３ ２ 年 政 令 第 ４ ３ 号 ） 第 ２ ０ 条 の ２ 第 １ ４ 項 に 規 定 す る 事 業 に

係 る こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 伊 丹 市 手 数 料 条 例 別 表 第 ２ 第 ５ ７ 号

に 規 定 す る 特 定 の 民 間 再 開 発 事 業 認 定 申 請 手 数 料 に つ い て は ， な

お 従 前 の 例 に よ る 。  

議７９-２＊




